
中学校部活動
（令和８年8月まで）

移行
地域クラブ

（令和８年９月から）

設置・運営 学校 → 市

指導者 主に教員 →
兼職兼業の教員、スポーツ・文化芸術団体の指導者、
スポーツ推進員、企業関係者、官公庁（市職員等）、

大学生、保護者　等

場所 中学校施設を基本 → 中学校施設を基本

競技・種目
学校の規模、生徒数等の
状況に応じて設置 →

各中学校で行われている部活動の
競技・種目を可能な限り継続して設置

指導者が
変わります。

現在の指導者（教
員等）も希望すれ
ば地域クラブの指
導者となることが
できます。

山口市が目指す「地域クラブ活動」とは
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山口市部活動地域移行通信

市が中学校区単位で地域クラブを設置・運営しますどんな
体制？ 〇地域特性や学校規模、部員数等を配慮しながら、市内１７中学校区単位で

地域クラブの設置を進めます。

これまで行ってきた学校部活動 (競技・種目・活動場所等 )を、引き継ぐ形で
地域クラブ活動へ移行し、生徒の皆さんの活動機会を確保します。

山口市の地域クラブイメージ

POINT

指導者として想定される方

B中学校の生徒

A地域クラブ B地域クラブ

参加

〇指導者管理業務 (指導者募集・登録・管理、地域クラブへの配置、活動管理、報酬支払 ほか)

〇会員（中学生）管理業務 (会員登録・管理、会費徴収 ほか)

〇地域クラブ運営業務 (活動管理、保険加入 ほか)

指導者配置活動報告

運営本部(市が設置・運営）

地域クラブ
(市が設置・運営）

教員
（兼職兼業） 大学生企業関係者 保護者 等地域

（地域体育団体・スポーツ推進員・地域団体）

生徒が通学する中学校区の地域クラブにある競技・種目に参加することを基本とします。
ただし、参加したい競技・種目がない場合は、移動等の負担がかかることをご了承いただい
た上で、近隣の地域クラブへ参加できることとします。

A中学校区 B中学校区

運営事務局

参加

活動報告 指導者配置

指導者
募集

指導者
登録

スポーツ団体・
文化芸術団体

報酬支払

A中学校の生徒

参加できません

会費納入 会費納入

官公庁
（市職員等）

指導者として想定される方

POINT

各中学校で行
われている部
活動の競技・
種目を可能な
限り継続して
設置すること
とします。
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地域クラブ活動日数・活動時間について

活動日数・活動時間は、小学生、中学生、保護者のアンケート結果や指導者の確保の
観点などを総合的に勘案しながら引き続き検討していきます。

地域クラブ活動の指導者の報酬等について

指導者は、技術指導のほか、安全管理や大会の引率などを担うことから、報酬をお支
払いすることを引き続き検討していきます。

お問い合わせは
こ ち ら か ら
お願いします

今後も本通信において、随時進捗状況をお知らせします。

令和6年10月に、スポーツ・文化芸術団体や学校関係者などで構成された「山口市中学校部活
動地域移行推進協議会」を設置しました。同協議会において意見を伺いながら検討を進めていま
す。協議会の資料等は市HPにおいて公開しています。

今後の検討事項

地域クラブ活動の会費について

地域クラブ活動の会費は、受益者負担を基本とし、活動日数や指導者報酬等の諸条件
を決定したのち、公費負担の在り方なども含めて検討していきます。

市ホームページは
こ ち ら で す

令和８年９月から平日・休日ともに地域クラブ活動へ移行しますいつから？

令和８年８月までは学校部活動に参加できます。

現在の中学１年生

現在の
小学５年生
小学６年生

令和８年度の最後の活動までは、学校部活動を維持します。

※９月以降に大会・コンクールがあるなど、活動状況に配慮し、柔軟に対応します。

令和８年９月からは、地域クラブ活動に参加できます。

※同じ競技・種目の活動が継続できるよう、可能な限り対応します。


